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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特

定施設入居者生活介護に係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定

に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（抄）（老企第 40号平成 12年３

月８日厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

 

６ 介護保健施設サービス 

(１) （略） 

(２) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅰ)若しくは(ⅲ)又はユニ

ット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅰ)若しく

は(ⅲ)を算定する介護老人保健施設における介護保健施設サービス及び在宅復帰・在宅

療養支援機能加算(Ⅰ)について 

３(１)②及び③を準用すること。 

(３) 介護保健施設サービス費(Ⅰ)の介護保健施設サービス費(ⅱ)若しくは(ⅳ)又はユニ

ット型介護保健施設サービス費(Ⅰ)のユニット型介護保健施設サービス費(ⅱ)若しく

は(ⅳ)を算定する介護老人保健施設における介護保健施設サービス及び在宅復帰・在宅

療養支援機能加算(Ⅱ)について 

３(１)④及び⑤を準用すること。 

３ 短期入所療養介護費 

(１) 介護老人保健施設における短期入所療養介護 

① （略） 

② 介護老人保健施設短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老人保健施設短期入所療養介護費

(ⅰ)又は(ⅲ)を算定する介護老人保健施設における短期入所療養介護について 

イ （略） 

ロ （略） 

ハ 当該介護老人保健施設における短期入所療養介護に係る施設基準について 

ａ～ｃ（略） 

ｄ 施設基準第 14号イ(１)(七)Ｄの基準における、新規退所者のうち、入所期間が

一月を超えると見込まれる者の退所前 30日以内又は退所後 30日以内に当該者が

退所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対して

退所後の療養上の指導を行った者の占める割合については、以下の式により計算

すること。 

(a) (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数 

(ⅰ) 算定日が属する月の前３月間における新規退所者のうち、入所期間が１

月以上の退所者であって、退所前 30日以内又は退所後 30日以内に当該者が退

所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対して退

所後の療養上の指導を行った者の延数 

(ⅱ) 算定日が属する月の前３月間における居宅への新規退所者の延数 
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(b) (a)において居宅とは、病院、診療所及び介護保険施設を除くものであり、(a)

には、退所後に当該者の自宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合で

あって、当該者の同意を得て、当該社会福祉施設等（居宅のうち自宅を除くも

の。）を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定

を行った者を含む。 

(c) (a)において、当該施設を退所後、直ちに病院又は診療所に入院し、一週間以内

に退院した後、直ちに再度当該施設に入所した者については、当該入院期間は

入所期間とみなすこととする。 

(d) (a)において、退所後の療養上の指導とは、医師、看護職員、支援相談員、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、介護支援専門員等が協力して、退

所後生活することが見込まれる居宅を訪問し、①食事、入浴、健康管理等居宅

療養に関する内容、②退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び

向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排

泄訓練の内容、③家屋の改善の内容及び④退所する者の介助方法の内容につい

て必要な情報を収集するとともに、必要な事項について入所者及びその家族等

に指導を行うことをいう。また、指導日及び指導内容の要点を診療録等に記載

すること。 なお、同一の入所者について、当該退所後の療養上の指導のための

訪問と施設基準第 14号イ(１)(七)Ｃで規定する退所を目的とした施設サービス

計画の策定及び診療方針を決定するための訪問を同一日に行った場合には、ｄ

(a)の(ⅰ)に掲げる数には含めない。 

(e) (a)の分母（(ⅱ)に掲げる数）が零の場合、退所者のうち、入所期間が一月を超

えると見込まれる者の退所前 30日以内又は退所後 30日以内に当該者が退所後

生活することが見込まれる居宅を訪問し、当該者及びその家族等に対して退所

後の療養上の指導を行った者の占める割合は零とする。 

  ｅ～ｊ（略） 

③ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)について 

イ ３(１)②ハを準用する。 

ロ（略） 

④ （略） 

⑤ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)について 

３(１)②から④を準用する。 

 


